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はじめに

　平成18年度に実施された「工賃水準ステップアップ事業」では、全国で6施設がモデル事業の対象として選定され、限られた期間内ではあったが、工賃水準の改善に向けた実践的な取り組みが展開した。

　ここでは、同事業の終了にあたって、各施設がまとめた事業報告書、工賃水準ステップアップ事業推進特別委員会（年度内に４回開催）での議論、並びにその際に集約された取り組み施設に対するアドバイス、事業推進特別委員会委員による現地視察等の結果の分析を踏まえ、本事業の評価を含め、今後の工賃水準ステップアップに向けた提言を行う。

なお、提言を行うにあたって、①事業の性格上、短期間で計画・実行・評価しなければならなかったこと、②工賃水準そのものの上昇に関しては、事業終了後に成果が期待されるものであり、現時点では必ずしも具体的な数値として評価できない側面があることを前提としている点に留意したい。

１．合意形成と現状・目的の共通理解
工賃水準をステップするための活動に取り組む際には、関係者による合意形成（コンセンサスづくり）が不可欠である。

　それぞれの施設にとって、現状分析とあるべき方向性とともに、なぜ工賃水準のステップアップが必要なのかを、十分に検討して、工賃水準ステップアップの意義と目的を共有化しておく必要がある。しかも、その際には、施設長（経営者）と職員、職員間、施設（職員）と利用者・家族と様々な関係においての合意形成が必要となる。

　モデル事業においても、コンサルタントが決定し、事業に着手した以降に、こうした合意形成の不十分さが指摘される場面が散見された。

　工賃水準のステップアップへの取り組みは、単に工賃額を上昇させることにとどまらず、その過程を通して、施設サービスのあり方を問い直すプロセスゴール（過程そのものが目標）の側面があることが確認されている。すなわち、目標としてだけでなく、プロセスとしての位置づけである。そして、最終的には、工賃水準ステップアップによる工賃額の上昇の行き着く先に、どのような支援のあり方や利用者の生活像が描けるのかを含めた議論が重要になってくる。

２．施設による主体性の確認と発揮
工賃水準のステップアップのための活動を実施する上で、取り組む施設が常に主体性を確認、発揮しながら、その責任を果たしていくことが求められる。　

モデル事業においても、当初、複数のコンサルタントから指摘されたように、あたかもコンサルタントを「自動的に高工賃をもたらしてくれるような存在」として認識するのでは、実効があがらないことは言うまでもない。

従来、経営面や市場開拓において、コンサルタントを受けた経験が少なく、ともすればコンサルタントとの対等な議論ができる情報や体験が欠けていることも事実であろう。しかしながら、施設側は、気後れすることなく、これまで培ってきた、福祉サービス提供の専門性を踏まえつつ、コンサルタントからの専門的な提案や指摘を積極的に受け入れ、常に事業の主体者として適切に意思決定をしていくことが求められる。

３．職員の意識改革―プロセスとしての位置づけ
モデル事業を通して、職員の意識や、業務に対する姿勢の改革につながった成果も少なくない。「ビジネス感覚の必要性を理解した」「待ちの姿勢から積極的な姿勢へ転換した」「様々な情報への関心が高まった」「競争心が芽生えた」「利用者の支援中心から、作業活動の先頭へ」といった評価に代表されるように、「工賃水準ステップアップ」という命題は、単にサービスの質の向上や、利用者中心のサービス提供といった抽象的なものに比べ、極めて具体的な変化と行動を要求したようである。

その際、そもそもの前提として、「工賃水準のステップアップのために職員の意識改革が不可欠」との指摘もあったが、具体的な目標が設定されて初めて意識の変革につながる側面も重要である。「職員一人ひとりの目標が設定できた」との評価にも見られるように、具体的な目標設定や行動指針の策定を通じて、意識そのものが変わってくることが重要なのであって、単なるスローガンの設定では効果があがらないものと思われる。

また、工賃水準ステップアップに関する「意識改革」をこれまでの福祉サービス提供とは対極にあることとして捉えるのではなく、施設において職員が培ってきた専門性の延長線上にあるものとして、積極的に捉えていくことも重要であろう。

　その上で、意欲の醸成や意識改革のための会議や研修会の設定も効果的である。その際にも、意識改革といっても、テーマは常に活動に密着した具体的なものであるべきで、精神修養的なものでないことは言うまでもない。

４．工賃水準ステップアップを単一の目標に設定することなく、福祉サービス全体の見直しのための手段として位置づけること

　工賃水準ステップアップのための活動の、利用者にとっての第一義的な目的は、言うまでもなく具体的に毎月の工賃額を上昇させることであるが、モデル事業では、利用者の意識の面についても多くの変化が生じたことが報告されている。

例えば、「利用者の作業活動における役割が明確化した」、「仕事についての具体的なイメージが持てた」、「作業活動の目標を再確認できた」「売り上げアップという意識が醸成された」、「作業への集中度が増した」等、ここでも工賃水準アップという具体的な目標とそのための手順が示されたことで、意識の面に好影響を与えていることがうかがえる。

　工賃水準ステップという具体的な目標を設定したことによって、利用者から「他の施設も見学したい」といった要望が寄せられたこともまた、副次的な効果として位置づけることができよう。

工賃水準の向上になじむ利用者、なじまない利用者といった選別の発想ではなく、工賃水準のステップアップは、多様なニーズを持つ利用者一人ひとりのための活動であることを認識したい。

　換言すれば、工賃水準のアップは目的であると同時に、施設サービスの質を見直し、高めていくための具体的な手段であるということである。工賃水準のアップを「目的」としてのみ矮小化してしまうと、本質的なサービスの改善につながらない。

５．地域とのネットワークの形成
　モデル事業では、地域ネットワーク会議の設置・開催を条件としたが、従来からの地域での関係から、工賃水準のステップアップという具体的なテーマのもとに新たなネットワーク形成の萌芽を見たことは意義深いと考える。その構成メンバーの人数や選出母体には、それぞれの地域性や取り組みの特徴が反映し、必ずしも同一ではないが、従来はモデル事業実施施設とはあまり縁の深くなかった立場からの参加が得られたことは成果のひとつといえよう。

　これは、前述の工賃水準ステップアップに関する地域との合意形成のひとつとして捉えることができる。「工賃水準のステップアップは、施設の職員や施設内では限界がある」という評価にも代表されるように、販路や受注の拡大のみならず、新規製品・サービスの選定や市場性の検討等において、地域の第三者としての視点が不可欠である。地域ネットワーク会議は、こうした第三者とのつながりを確実にする装置のひとつでもあろう。特に、商工会議所や、地元の企業経営者との連携は、工賃水準ステップアップの鍵であり、コンサルタントによる具体的なアドバイスとともに、広い見地からの情報提供は、直接・間接に工賃水準ステップアップのための活動に影響を与えている。

　モデル事業では、初めての「コンサルタントとの関わり」について、戸惑いをいだいた施設もあったが、コンサルタントとの出会いもまた、新たな地域ネットワークの形成の一歩である。

６．専門性の再確認と説明責任
コンサルタントや企業の立場から見ると従来の施設の作業活動の取り組み方や前提となる考え方には、大きな違和感があったようである。これらは、単に施設側の責任に帰するものではなく、福祉活動と経済活動とに同時に取り組むことの特徴でもあり、困難性でもある。

「工賃水準アップ」は、サービスの質の向上の一環と捉えると、改めて、この分野での専門性が問われているのである。そして、利用者を含めた関係者、社会一般に、その専門性を的確に説明し、共感と同意を得る必要がある。

　そのためには、工賃アップと、福祉サービスの質の向上を「対峙する」テーマとするのではなく、相互に高めあっていくいわば「螺旋」を描くような位置づけが重要ではないだろうか。工賃水準のアップを通して、福祉サービスの質を向上させることも、今後の専門性の中で特に求められる要素であろう。高工賃をめざすことが、決して、福祉サービスの自己否定にはならないことを、モデル事業の成果は示している。

多くの施設にとって、工賃水準のアップは「悲願」であるとしながら、あまりにも労働市場からはかけ離れた現行水準の前に、利用者の機能障害の重さや生活面での支援の必要性がいわば「言い訳」として前面に出て、「悲願」という割には、対応に具体性を欠き、抽象的なスローガンとしての「工賃水準アップ」にとどまってきたのではないだろうか。

　あまりにも低い１ヶ月あたりの工賃水準は、社会一般の理解を得ることは困難である。しかしながら、なぜ、そのような状況に置かれ続けてきたのか、その水準を改善するには何が必要なのか、明確な説明をする上でも、工賃水準ステップアップ事業への取り組みは極めて具体的な論拠を示すことになる。

７．まとめとして
工賃水準のステップアップへの取り組みは、単なるスローガンと漠然とした目標設定では実効はあがらない。関係者は、昨今の制度改革の動きを踏まえ、今後の障害者の就労支援サービスのあり方を決定する分岐点に立っているという認識を持つことが求められる。

しかしながら、その分岐点は、福祉サービスの提供か、経済活動の重視かという単純な二者択一ではないはずである。

もし、経済活動のみを重視して一般の企業と全く同じような活動をめざすのであれば、その目標は、企業によって実現されるべきことである。工賃水準のステップアップを実現するためには、従来の福祉サービスとしての作業活動が市場原理や効率の重視といった点からかけ離れてきたことを修正するようなマネジメント的な視点を導入しつつ、福祉施設ならではの商品（サービス）に対する顧客のニーズと福祉サービスに対する利用者のニーズに同時に応えていく、いわば「第三の道」を追求することと考える。その方向性もまた、多様なニーズへの対応を前提としていることはいうまでもない。

そして、その際の具体的な指標を提供するものとして、工賃水準のステップアップへの取り組みは、極めて現実的かつ明確な活動として位置づけられるのである。

　ところで、モデル事業で取組まれたコンサルタントによる支援は、こうした施設の主体的な活動において重要なスターターとして機能したといえる。しかしながら、現在の情勢下においては、施設が自主的にコンサルテーションを受けるための費用を捻出するのは困難と思われ、また、スターターとしてだけでなく、長いスパンで工賃水準をステップアップしていくためには、継続的な支援策が必要である。主体性を問わないような施策になっては問題であるが、例えば、具体的な提案を評価するような競争的な仕組みを導入しつつ、大きな枠組みでの対応策の構築が求められる。
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